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議題２

野田市における福祉有償運送事業の実施状況について

１ 移動制約者に係る外出支援施策及び福祉有償運送事業の実施状況について

（１）移動制約者の状況

野田市における移動制約者については、令和４年４月１日現在で１０，０７２

人であったものが、令和６年４月１日現在では１０，４５０人となっており、対

前年比は、令和５年４月１日現在で２．５７％増、令和６年４月１日現在で１．

１５％増となっています。

【移動制約者の推移】

※増減率は前年度との比較

（２）外出支援施策の利用者及び福祉有償運送事業の利用登録者について

野田市及び社会福祉協議会が外出支援施策として実施している福祉タクシー券

の交付及び福祉カー貸出事業の利用者については、令和６年４月１日現在で６，

１６４人、さらにＮＰＯ法人による福祉有償運送事業への利用登録者が２５８人

で合計６，４２２人の方の輸送手段が確保されており、対前年比は、令和５年４

月１日現在で１．０８％増、令和６年４月１日現在で１．６１％減となっており、

外出支援施策及び福祉有償運送事業の利用者や利用登録者が減少しています。

区 分 Ｒ４年４月１日 Ｒ５年４月１日 Ｒ６年４月１日 備 考

要介護・

要支援者
４，５５１人 ４，５８６人

４，７８５人

（参考値３月１日）
要介護等状態の居宅

サービス利用者
増減率 ０．７７％ ４．３４％

身体障がい者 ３，０６７人 ３，０７４人 ２，９４３人
視覚障がい者及び肢

体不自由者、内部障

がい者で３級以上の

方
増減率 ０．２３％ ▲４．２６％

知的障がい者 ９６１人 ９９９人 １，０００人 重度・中度の知的障

がい者
増減率 ３．９５％ ０．１％

精神障がい者 １，４９３人 １，６７２人 １，７２２人 精神障害者保健福祉

手帳の所持者
増減率 １１．９９％ ２．９９％

合 計 １０，０７２人 １０，３３１人 １０，４５０人
―

増減率 ２．５７％ １．１５％



2

【外出支援施策の利用者及び福祉有償運送事業の利用登録者】

※外出支援施策の福祉カー貸出利用者は前年度中における利用者数を掲載

（３）潜在的利用意向者の推移について

上記（２）で示したとおり、外出支援施策及び福祉有償運送事業の利用者や利

用登録者が減少しておりますが、潜在的利用意向者（移動制約者であるが、外出

支援施策の登録者でもなく、福祉有償運送事業の利用登録者にもなっていない方）

については令和４年４月１日現在の３，６１５人から令和６年４月１日現在の４，

０２８人と増加しております。

移動制約者に占める潜在的利用意向者の構成比では、令和４年４月１日現在で

３５．９０％であったものが、令和６年４月１日現在で３８．５５％に増加して

います。依然として潜在的利用意向者が増加傾向であることから、現在実施して

いる福祉有償運送の継続は不可欠であると考えております。

区 分 Ｒ４年４月１日 Ｒ５年４月１日 Ｒ６年４月１日

外
出
支
援
施
策
の
利
用
（
登
録
）
者

福祉タクシー登録者

（要介護等状態）
３，３６８人 ３，３２５人 ３，７９１人

増減率 ▲１．２８％ １４．０２％

福祉タクシー登録者

（障がい者等）
１，８９３人 １，９４２人 ２，０２８人

増減率 ２．５９％ ４．４３％

福祉カー貸出利用者 ２７１人 ３０１人 ３４５人

増減率 １１．０７％ １４．６２％

計（Ａ） ５，５３２人 ５，５６８人 ６，１６４人

増減率 ０．６５％ １０．７０％

福祉有償運送事業

の利用登録者（Ｂ）
９２５人 ９５９人 ２５８人

増減率 ３．６８％ ▲７３．１０％

合 計（Ａ＋Ｂ） ６，４５７人 ６，５２７人 ６，４２２人

増減率 １．０８％ ▲１．６１％
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【移動制約者における潜在的利用意向者の推移】

区 分 Ｒ４年４月１日 Ｒ５年４月１日 Ｒ６年４月１日

移動制約者 １０，０７２人 １０，３３１人 １０，４５０人

外出支援施策の利用者

（再掲）
５，５３２人 ５，５６８人 ６，１６４人

構成比 ５４．９２％ ５３．９０％ ５８．９９％

福祉有償運送事業

の利用登録者（再掲）
９２５人 ９５９人 ２５８人

構成比 ９．１８％ ９．２８％ ２．４７％

計 ６，４５７人 ６，５２７人 ６，４２２人

構成比 ６４．１１％ ６３．１８％ ６１．４５％

潜在的利用意向者 ３，６１５人 ３，８０４人 ４，０２８人

構成比 ３５．９０％ ３６．８２％ ３８．５５％

35.90% 36.82% 38.55%
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２ 令和３年度から令和５年度における福祉有償運送事業の実施状況について

（１）登録事業者

福祉有償運送登録事業者は、現在、次の２事業者となっております。

（２）福祉有償運送事業の利用状況

令和４年度から令和５年度における延べ利用回数を比較すると、福祉車両で２

６４回（減少率９３．６２％）の減少ですが、セダン等一般車両で７９２回（増

加率１１８．５６％）の増となっており、全体では５２８回（増加率５５．５８％）

の増加となっております。

また、利用車両別の構成比では、セダン等一般車両の利用率が約９９％を占め

ており、手軽に利用できるセダン等一般車両の利用意向が高いと推測されます。

なお、一人当たり年間延利用回数は５．７３回であり、令和４年度と比較して、

大幅な増加となっております。

【福祉車両】

【セダン等一般車両】

名 称 初回登録年月日 登録期間 車両台数

ＮＰＯ法人

なのはな会
平成１８年７月１２日

令和８年７月１１日

まで

福祉車両４台

セダン等一般車両

５台

一般社団法人

美来
令和元年５月２７日

令和６年５月２６日

まで

福祉車両１台

セダン等一般車両

１台

区 分 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度
Ｒ４－Ｒ５年度比

減少回数（減少率）

延年間利用回数 ３５２回 ２８２回 １８回 ２６４回（９３．６２％）

一人当たり

年間延利用回数
０．３８回 ０．２９回 ０．０７回

０．２２回

（７５．８６％）

区 分 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度
Ｒ４－Ｒ５年度比

増加回数（増加率）

延年間利用回数 ４０９回 ６６８回 １，４６０回
７９２回

（１１８．５６％）

一人当たり

年間延利用回数
０．４４回 ０．７回 ５．６６回

４．９６回

（７０８．５７％）
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【全体】

３ 近隣市における福祉有償運送事業の登録事業者等

※福祉有償事業者は千葉県 HP 令和 3 年 10 月現在、タクシー事業者は令和 6年 4 月確認

区 分 Ｒ３年度 Ｒ４度 Ｒ５度
Ｒ４－Ｒ５年度比

増加回数（増加率）

延年間利用回数 ７６１回 ９５０回 １，４７８回 ５２８回（５５．５８％）

一人当たり

年間延利用回数
０．８２回 ０．９９回 ５．７３回

４．７４回

（４７８．７９％）

市 名

福祉有償運送事業者 タクシー事業者

事業者数
所有台数

事業者数
所有台数

福祉車両 セダン等 福祉車両 セダン等

松 戸 市 ８ ７ ４６ ８ １２ ４２０

柏 市 １１ １２ ６２ ９ ０ ３６１

流 山 市 ６ ６ ９０ ２ ０ ４６

我孫子市 ６ １２ ３４ ５ １ １２１

鎌ケ谷市 ２ ５ ２ ２ ０ １０２

野 田 市 ２ ６ ５ ２ ０ ５８
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■参考

１ 福祉有償運送の定義

福祉有償運送とは、バス等の公共交通機関によって要介護等認定者や障がい者な

ど、移動制約者の輸送サービスが十分に確保できないと認められた場合、ＮＰＯ法

人等が道路運送法第７９条の２に基づく登録を行った上で、自家用自動車を使用し

て営利とは認められない対価（実費の範囲内）で当該法人等の会員の通院や通所等

について個別輸送サービスを行うことをいいます。

なお、株式会社などの営利法人が有償で運送を行う場合（乗合・貸切バス、タク

シー）は、道路運送法第４条（一般旅客自動車運送事業）や同法第４３条（特定旅

客自動車運送事業）の許可が必要となりますが、施設介護事業者（デイサービス、

ショートステイの事業者を含む。）が行う要介護等認定者の送迎については、自家用

輸送であることが明確である場合（ガソリン代等実費相当分のみを徴する場合も可）

に限り、道路運送法に基づく許可や登録は不要となります。

２ 福祉有償運送事業を実施するための手続

福祉有償運送事業を実施するに当たっては、市が設置する運営協議会においてそ

の必要性や対価等について協議が調うことを要件としており、実施可能なＮＰＯ法

人等であると認められた場合には、国土交通省運輸支局に登録を行うことになりま

す。

【登録までの流れ】

ＮＰＯ法人等

市町村が設置した福祉有償運送運営協議会

国土交通省関東運輸局千葉運輸支局

①

申請書等

を提出

③

登
録
申
請
（
申
請
書
等
に
市
町
村

の
協
議
結
果
を
添
付
し
提
出
）

④

登
録
の
許
可
通
知

②

協議結果

を通知
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３ 福祉有償運送事業を実施するための要件

（１）必要性の判断

市内の輸送の現状に照らしてバス等の公共交通機関のみでは、移動制約者に対

する十分な輸送サービスが確保できないと認められることが必要であり、市及び

市が設置した運営協議会では、移動制約者の人数、バス等の公共交通機関及びボ

ランティア輸送の状況等を勘案して福祉有償運送事業の必要性を判断することに

なります。

（２）運転者の要件

運転者は、普通第２種免許を所持していることが必要ですが、これを所持して

いない場合には、普通第１種免許を所持し、過去２年間に運転免許停止処分を受

けておらず、国土交通大臣が認定する福祉有償運送運転者講習会を受講している

ことが必要となります。

また、セダン等一般車両を運転する場合には、運転手は国土交通大臣が認定す

る講習会を受講した上で、さらに国土交通大臣が認定するセダン等運転者講習を

修了済みであるか、介護福祉士の資格が必要となります。

（３）登録期間

登録日からは原則２年間（更新の際、有効期間内に重大な事故がない場合等は

３年）

（４）管理運営体制

運行管理及び指揮命令、運転者に対する監督及び指導、事故発生時の対応、苦

情処理に係る体制、その他安全の確保並びに利用者の利便の確保に関する体制が

明確に整備されていることが必要となります。

なお、野田市では、独自に福祉有償運送運営協議会運営指針（以下「ガイドラ

イン」とします。）を作成し、四半期ごとに運送状況を始め運行記録や利用会員名

簿等の提出を求めるなど、市が運営状況を常に把握する体制を取っております。

また、運転者が要介護等認定者や障がい者等の対応に精通しているとは限らな

いことから、福祉有償運行マニュアル（以下「運行マニュアル」とします。）も作

成し、運転者の心構えや接遇などについて指導及び徹底を図っております。

（５）運送の対象者

要介護等認定者及び身体障がい者並びにその他単独では公共交通機関の利用に

よる移動が困難であって、あらかじめ福祉有償運送事業者に会員登録をしている

者
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（６）利用できる車両

乗車定員が１１人未満の自家用自動車であること。

① 福祉車両

・ 車いす又はストレッチャーのためのリフト、スロープ、寝台などの特殊な設

備を設けた自動車

・ 回転シート又はリフトアップなど乗降を容易にするための装置を設けた自

動車

② セダン等一般車両（貨物運送に供する自動車を除く。）

（７）損害賠償保険

使用車両の全てが対人無制限及び対物１，０００万円以上の任意保険又は共済

（搭乗者障害を対象に含むものに限る。）に加入することが必要です。

（８）運送の対価

営利に至らない範囲（タクシーの上限運賃のおおむね１／２を目安）として運

営協議会で判断します。

（９）法令遵守

登録を受けようとするＮＰＯ法人の役員が道路運送法第７条の欠格事由に該当

する者でないこと。


